
 

研究費不正使用防止計画 
 

 

 

平成２１年４月１日 

 

 

「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年

２月１５日文部科学大臣決定）を踏まえ公的研究費の適正な運営・管理を行うため、次の

とおり研究費不正防止計画を策定する。 

 

Ⅰ．不正発生の要因の把握 

１．目的 

本学及び本学の研究者には、社会的責務として研究遂行における研究費の適正な執行

が求められており、その責務に応えるため、不正使用を発生させない環境を醸成する。 

研究費の大部分は国民から徴収される税金が原資となっており、その使途について

は

停滞等を

招

頼する関係を維持し不正を未然に防ぐ

た

 
２．具体的防止計画 

使用に関する意識調査を行う。 

 

．研究者及び事務職員への使用ルールの徹底 

ける研究費執行ルールの明確化を図り、「金沢医科大学科学研究費補助金取

国民の厳しい目が向けられていることを研究者一人一人が認識し、当然のこととし

て、適正に経費を執行することが研究者の在り方として求められている。 

さらに、一人の不正行為が、研究グループ、または大学全体の研究活動の

くという自覚を持たせるとともに万が一不正が発生した場合には、大学は毅然とし

た厳しい処分で臨むことを周知・徹底する。 

また、日頃より研究者と事務職員が互いに信

め不断の努力を行う。 

①教職員に研究費の

②不正防止計画の進捗状況を見直す。 

Ⅱ

１．目的 

本学にお

扱要領（学内ルール）」を随時見直し、研究者及び事務職員に対して明瞭な形態で周

知する。また、事務職員はもとより研究者一人一人の適正な研究費執行に関する意識

づけを行う。 

学内規程、各種業務マニュアル等様々な方法により周知しているが、研究者及び事

務

 

２．具体的防止計画 

会及び具体的な研究費の執行・管理方法の研修会。 

費補助金取扱要領の改訂。 

 

．科研費経理管理システムの再構築 

職員においては有効活用できていない面がある。そのため、研究費執行を担当する

事務職員のみならず、研究者一人一人においても研究遂行の責任者として必要な研究

費執行ルールを理解し、事故が発生しないよう留意する必要がある。 

①科研費取扱い説明

②相談事例集の作成。 

③金沢医科大学科学研究

④新任教職員への研究費管理説明会。 

⑤関連諸規程の整備。 

Ⅲ
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１．目的 

研 執行残高を適時に把握できる仕組みを構築することを目指す。究費の予算  

研 底す究費に係る納付前執行、繰越、不要額返還等の制度について、教職員へ周知徹

るとともに、研究費の効果的・効率的な執行を目指す。 

研究費を適切且つ効果的に執行するためには、予算執行残高を適時把握することが

必

に研究費を執行するためには、必要な者が、必要な時に、執行

残

、繰越制度、不要額返還制

度

 

２．具体的防止計画 

システムの構築。 

 

．納品検収体制における実効性の維持 

いて整備した納品検収体制について、その実効性を失うことのないよう不断

要不可欠であるが、現状では、研究者自らが適時に予算執行残高を把握することは

困難な状況にある。 

より効果的・効率的

高を把握出来る仕組みを構築することが重要である。 

併せて、現在、制度的に認められている納付前執行制度

等について、研究者及び事務員に対する周知徹底に努め、不要不急な予算の執行を

防止することも有効である。 

①Web による新経理

②新システムの使い勝手を検証。 

③新システムの稼働 

Ⅳ

１．目的 

本学にお

の検証を行う。 

本学において、物品等の納品検収は、原則として、担当事務課が行うこととしてい

た

から、検収職員の配置が十分に

機

 

２．具体的防止計画 

配置。 

者に周知徹底する。 

 

 

．短時間雇用、謝金ルールの明確化と運用の適正化 

用、謝金ルールの明確化により、各部局等における運用の適正化を図るとと

が、運用上、担当事務課以外の者が納品検収を行っていたことから、これまでの検

収体制の改善策として、専任の検収職員を配置し、納品される物品全てについて、原

則として、担当事務部課が検収を行うこととする。 

納品事実の確認の不備が、不正発生要因となること

能しているか、その実効性について継続的に検証を行い、不正防止を図る。 

①専任の検収職員の

②納品検収のルールを取引業

③新規業者に対して発注・検収の説明資料を配付。

Ⅴ

１．目的 

短時間雇

もに、短時間雇用者の従事実態を適切に把握することにより、カラ雇用や従事事実の

改ざん等による不正な経費支出に対する牽制体制を構築する。 

本学においては、短時間雇用と謝金によるアルバイト等に関する統一的な取り扱い

が

状況下では、カラ雇用や従事事実の改ざん等、不正な経費支出が懸念さ

れ

 

２．具体的防止計画 

明確ではなく、経費支出の対象となる業務実施主体である教室等の判断により運用

している。 

このような

るため、短時間雇用、謝金に関するルールの明確化を進め、その周知、徹底を行う。 
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①雇用者の雇用管理業務について明文化を検討する。 

る。 

 

．全学的モニタリング体制の整備 

発する要因を除去し、不正発生に係る抑止機能のある環境・体制の構築を目

②勤務時間の確認方法を再検討し、マニュアルを整備す

③実態に応じた体制をルール化する。 

④立替金制度の検討。 

Ⅶ

１．目的 

不正を誘

指し、大学全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備する。 

監査室は、これまでの監査方法の継続的な改善に努めるとともに、監査職員の資質

の

前提の下で、研究活

動

 

２．具体的防止計画 

実施。 

表を検討。 

向上を図ることによってモニタリング体制の強化を進める。 

また、研究費の不正な使用が行われる可能性が常にあるという

コンプライアンス委員会が、全学的視点から研究費不正使用防止計画の運用状況の

モニタリングを行うことにより、不正を誘発する要因を除去し、不正発生に係る抑止

機能のある環境・体制の構築・強化を目指す。 

①実効性ある監査の

②監査内容及び対応結果の公


